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東根市商業活性化事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内の商業活性化を図るために事業を実施する中小企業者及び商工団体等に

対し、東根市補助金交付規則（昭和31年規則第２号）及びこの要綱の定めるところにより、予算

の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 中小企業者 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する中小企業者

及び個人事業主のほか、その他市長が特に認める事業者をいう。 

(２) 商工団体等 東根市商工会及び東根市商工会の各支部並びに市内の商業者等により組織さ

れる団体のうち市長が適当と認めるものをいう。 

(３) 商業店舗 日本標準産業分類に掲げる小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービ

ス業、及び娯楽業等に属する事業所のうち市長が適当と認める事業所が営む店舗であって通年

の営業を行うものをいう。 

(４) 地産品 市内で生産された一次産品又は二次産品を活用して加工された製品をいう。 

(５) 普通充電設備及び急速充電設備 一般社団法人次世代自動車振興センターによる「クリー

ンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てん設備等導入促進補助金」の補助対象とな

る充電設備又は市長がそれと同等であると認めるものをいう。 

(６) キャッシュレス決済 クレジットカード決済、デビットカード決済、電子マネー決済、二

次元コード決済等の現金を使わずに支払いを済ませる決済方法をいう。 

(７) ホームページ インターネットを用いて独自に公開するウェブサイトをいう。ただし、ソ

ーシャルネットワーキングサービス、ブログ等の既存サービスを利用した形態又は他の者が主

催するホームページの一部である形態のものを除く。 

(８) 新規創業者等 申請時点において過去に事業を営んでいない個人又は創業してから１年を

経過していない中小企業者 

(９) 空き家 東根市内の一戸建ての住宅で、申請日より起算して過去３か月以内に居住又は事

業の用に供されていないものをいう。 

(10) 空き店舗 申請日より起算して過去３か月以内に事業の用に供されていない店舗。ただし、

大規模小売店舗立地法の対象となる施設内のテナント型店舗物件を除く。 



2/9 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の各号のすべてに該当

するものとする。 

(１) 別表第１に掲げる事業区分に応じた事業内容であることとし、１申請者につき、別表第１

の事業区分ごと、１年度当たり１申請とする。なお、新規創業の場合は、魅力向上事業１ 店

舗整備(１) 事業所新築・改装又は創業者支援事業のいずれかのみ申請できるものとする。 

(２) 市税等（法人の場合は、法人市民税、固定資産税、水道料及び下水道使用料をいい、個人

事業主の場合は、個人市民税、固定資産税、水道料及び下水道使用料をいう。）を滞納してい

ない者が行う事業であること。 

(３) 事業を実施しようとする年度において完了する事業であること。 

(４) 補助金の交付決定の日より前に着手した事業でないこと。 

(５) 東根市の他の制度の補助金等を受けていない、又は受ける予定のない事業であること。 

(６) 他の事業者（当該補助の交付対象者と資本関係（一方が他方の株式を所有し、又は一方が

他方に出資している関係をいう。）がない者に限る。）に委託等して実施する事業であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。 

(１) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に

規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同条第６号に規定する暴力団員もしくは暴力団

と密接な関係を有する者 

(２) 性風俗関連特殊営業（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律

第122号）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。）を営む者 

（補助の内容） 

第４条 事業区分に応じた補助金の交付対象者、補助対象経費、補助率、補助上限額は、別表第２

に掲げるとおりとする。 

２ 補助対象経費には、消費税及び地方消費税相当額を含まないものとする。 

３ 補助金の額の算定に当たっては、千円未満の端数は切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、東根市商業活性化事業

費補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(１) 事業計画書（様式第２号） 

(２) 収支予算書（様式第３号） 
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(３) 事業実施場所の位置図及び現況写真 

(４) 事業実施に係る見積書、計画図及び導入設備の内容が確認できるもの 

(５) 市税等情報確認承諾書（様式第４号） 

(６) 創業者支援事業を実施する場合は、東根市商工会の事業支援確認書（東根市商業活性化事

業申請についての事業支援確認書（様式第５号）） 

(７) 創業者支援事業で空き家、空き店舗等を利活用する場合は、空き家、空き店舗に係る誓約

書（様式第６号） 

(８) 魅力向上事業の防犯カメラ設置を実施する場合は、防犯カメラの適正運用に関する誓約書

（様式第７号） 

(９) 申請者が法人又は団体である場合は、規約、定款、会則又はこれらに準ずる書類 

(10) 創業者支援事業で創業してから１年を経過していない中小企業者が申請を行う場合は、創

業した日が分かる書類 

(11) その他市長が必要と認めるもの 

（補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に

応じて現地調査等を行い、当該申請の内容が適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付

を決定し、東根市商業活性化事業費補助金交付決定通知書（様式第８号）により通知するものと

する。 

（権利譲渡の禁止） 

第７条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助金の交付を受ける

権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。 

（対象事業の変更等） 

第８条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後に補助対象事業の内容を変更し、又は廃止し

ようとするときは、東根市商業活性化事業変更（廃止）承認申請書（様式第９号）に必要書類を

添えて、市長に提出しなければならない。ただし、変更内容が、補助金の額が２割以内の減額と

なるものを除く。 

２ 前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助対象事業の変更

又は廃止を認めたときは、速やかに東根市商業活性化事業変更（廃止）承認書（様式第10号）に

より通知するものとする。 

（実績報告） 
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第９条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、事業完了後30日を経過する日又は交付決

定の日の属する年度の末日までに、東根市商業活性化事業実績報告書（様式第11号）に次に掲げ

る書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(１) 事業報告書（様式第２号） 

(２) 収支決算書（様式第３号） 

(３) 補助対象経費に係る領収書の写し 

(４) 工事明細書の写し又は請求書の写し 

(５) 事業実施内容が分かる写真 

(６) その他市長が必要と認めるもの 

（補助金の額の確定） 

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、報告書等の審査及び必要に応じて現地調

査を行い、その内容が適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、東根市商業

活性化事業費補助金交付額確定通知書（様式第12号）により通知する。 

（補助金の請求） 

第11条 前条の規定による補助金の額の確定を受けた補助事業者は、速やかに東根市商業活性化事

業費補助金交付請求書（様式第13号）を市長に提出しなければならない。 

（交付決定の取消及び補助金の返還） 

第12条 市長は、第10条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者が、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。 

(１) 偽りやその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

(２) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(３) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。 

２ 前項の規定により補助金の交付決定を取り消された補助事業者が、既に補助金の交付を受けて

いるときは、市長の請求に応じ、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。 

（補則） 

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表第１（第３条関係） 

事業区分 補助対象事業内容 

活性化事業 来客の増加を図り地域の賑わいを生み出すため、新規に又は継続事業を拡充し

て行う、イベントの開催やパンフレット作成等のソフト事業で、事業規模が10

万円以上のもの。 

共同施設整備

事業 

商店街の安心・安全の向上又は活性化を図るために行う共同施設の整備（新設・

改修工事等）事業で、事業規模が10万円以上のもの。 

魅力向上事業 １ 店舗整備 

(１) 事業所新築・改装 商業店舗の魅力を向上させ、売上の向上を図るた

めの店舗の整備（市内業者による新築・改装・移転等に伴う工事）事業（以

下「店舗整備」という。）で、事業規模が50万円以上のもの。 

(２) 消防設備導入・耐震化整備 来客者の安心・安全を図るための消防設

備の導入・耐震化のための店舗整備事業で、事業規模が50万円以上のもの。

ただし、設備導入が必要である理由が確認できることとする。 

２ 防犯カメラ設置 

来客者の安心・安全を図り、店舗の防犯機能を高めるための防犯カメラ設

置事業で、事業規模が５万円以上のもの。 

３ 地産品開発 

新たな地産品の商品開発を行うため、新規に設備を導入する事業（以下「地

産品開発」という。）で、事業規模が10万円以上のもの。 

４ キャッシュレス決済導入  

キャッシュレス決済の普及により消費者の利便性の向上及び地域経済の活

性化を図るため、キャッシュレス決済のための設備等を導入する事業 

５ ホームページ作成 

 広告宣伝や販路拡大などを目的にホームページを新規に開設又は既に開設

しているホームページをリニューアルする事業 

ＥＶ充電器整

備事業 

 

来客者の利便性を高め、集客力向上を図るためのＥＶ充電器整備事業 
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創業者支援事

業 

新規創業者等が市内において事業所等を新設・改築する事業若しくは設備の設

置等を行う事業又は市外事業者が市内に事業所等を移転・新規出店する事業（農

林水産業以外） 

※実施事業につき、商工会からの支援を受けることが確認できること。 

備考 

１ 実績報告時に工事明細書又は請求書の写しを提出すること。 

２ 創業者支援事業は、東根市商工会に加入し、事前指導を受けることとし、創業後１年間

は毎月商工会の経営指導を受けることする。また、創業後に申請を行う場合は、商工会に

加入し、商工会の経営指導を受けることとする。 

別表第２（第４条関係） 

事業区分 交付対象者 補助対象経費 補助率 補助上限額 

活性化事業 商工団体等 事業実施に必要な経

費（印刷費、広告費、

需用費、食糧費（懇親

目的のものを除く。）、

謝金、使用料、抽選会

等の景品購入に係る

経費（10万円以内）、

役務費及び委託料（経

費総額の５割以内）） 

対象経費の２分の１

以内（継続事業を拡充

したものについては

３分の１以内） 

１件当たり50

万円 

共同施設整

備事業 

商工団体等 事業実施に必要な経

費（土地の取得、使用、

造成及び補償に要す

る経費を除く。） 

対象経費の２分の１

以内。ただし、街路灯

の整備は経費の３分

の２以内（当該事業が

国や県等の助成を受

ける場合は経費の２

分の１以内）とする。 

１件当たり300

万円 

魅力向上事

業 

１ 店舗整備    

(１) 事業所新 店舗の魅力向上に必 対象経費の３分の１ １事業者につ
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築・改装 市内で

商業店舗を営む

中小企業者又は

市内で商業店舗

を開業しようと

する中小企業者

及び個人 

要な店舗の整備に要

する経費（倉庫等店舗

外施設の改修及び備

品の購入経費は対象

外） 

以内 き50万円 

(２) 消防設備導

入・耐震化整備 

市内で商業店舗

を営む中小企業

者 

店舗の消防設備導入

や耐震化の整備に要

する経費 

対象経費の２分の１

以内 

１事業者につ

き100万円 

２ 防犯カメラ設置 

市内で商業店舗を

営む中小企業者 

事業実施に必要な経

費 

対象経費の３分の１

以内 

１事業者につ

き20万円 

３ 地産品開発 

市内の中小企業者 

地産品開発に必要な

設備の導入経費 

対象経費の２分の１

以内 

１事業者につ

き50万円 

４ キャッシュレス

決済導入 

市内で商業店舗を

営む中小企業者 

キャッシュレス決済

導入に係る初期費用

及び月額基本料金 

対象経費の２分の１

以内 

１事業者につ

き10万円 

５ ホームページ作  

成 

市内で商業店舗を

営む中小企業者 

新規にホームページ

を作成するための制

作費用及び既に開設

しているホームペー

ジの変更にかかる費

用（通信経費、パソコ

ン等のハードウェア

及び作成ソフト購入

対象経費の２分の１

以内 

１事業者につ

き5万円 
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に要する経費は対象

外） 

ＥＶ充電器

整備事業 

商工団体等又は市内

で商業店舗を営む中

小企業者 

ＥＶ充電器本体の購

入に要する経費（設置

に要する経費は対象

外） 

対象経費の４分の１

以内 

１ 普通充電

設備 

10万円 

２ 急速充電

設備 

75万円 

（申請は、１団

体又は１店舗

当たり、年度に

つき普通充電

設備又は急速

充電設備のい

ずれか１回限

りとする。） 

創業者支援

事業 

新規創業者等 

※日本標準産業分類

の中分類が異なる業

種に参入する既存の

法人及び個人事業主

並びに市外事業者で

市内に事業所等を移

転・新規出店する事業

者を含む。 

創業時（既に創業して

いる場合は創業後）に

要する費用（新築・改

装等工事費、設備費、

備品費、広告費、物件

賃貸料等） 

対象経費の２分の１

以内。ただし、次の要

件に該当する場合は、

１要件につき15万円

を加算する。 

(１) 東根地区及

び神町地区以外

の地域への出店 

(２) 空き家、空き

店舗等利活用 

１創業事業に

つき70万円 

（ただし、過去

に当該創業事

業に係る補助

金の交付を受

けている場合

は、その交付額

を差し引いた

額を上限とす

る。また、左記

のただし書に

該当する場合
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は、当該金額を

加算する。な

お、加算は１創

業事業につき

１回限りとす

る。） 

 


